
河川整備の実施状況について
（一宮川上流域・支川）
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伐竹及び堆積土砂撤去
■ 令和6年度末迄に、集中的に竹木伐採等を実施。

一宮川 駒塚橋上流
（長柄町榎本地先、長南町岩川地先）

一宮川、三途川合流点 砂田橋
（茂原市墨田地先、長南町須田地先）

伐採前
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伐採後

伐採前

伐採後



伐竹及び堆積土砂撤去 3

■ 令和6年度末迄に、集中的に竹木伐採等を実施。
三途川 墨田橋下流

（茂原市墨田地先、長南町須田地先）
一宮川 清水橋下流

（長柄町小榎本地先、長南町岩川地先）

伐採前

伐採後

伐採前

伐採後



一宮川上流域・支川の事業化に向けた
スケジュール（案）
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一宮川上流域・支川の事業化に向けたスケジュール（案）

R2.6.29 「一宮川上流域・支川における浸水対策検討会」を設置

R2.12.21 「一宮川上流域・支川における浸水対策案」について合意
→ 現在、計画流量及び概略設計を検討中

R3.10末迄 「一宮川水系河川整備計画」の変更（素案）作成
→ 国、関係機関との協議

R4.2末迄 「一宮川水系河川整備計画」の変更（案）の作成

R4.3末迄 「一宮川水系河川整備計画」の変更

R4.4～ 一宮川上流域・支川の事業化（詳細設計、測量・調査など）
→ 境界立会、用地交渉

～R12.3 事業完了

5



一宮川上流域・支川における浸水対策案 6



一宮川上流域・支川における浸水対策（案） 【概要】

「一宮川上流域・支川における浸水対策（案）」について、
検討会座長の東京大学生産技術研究所 加藤 孝明 教授から報告を行い、
県・流域市町村長で合意された。

加藤座長から流域市町村長に手交 減災対策会議の状況
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以下の河川整備※により、年超過確率1/10程度の降雨では河川氾濫を解消させるとともに、令和元年10月豪雨と同規模
の降雨では、家屋及び役場、要配慮者利用施設の床上浸水被害を解消させる。

⑤ 調節池の設置
（破線内から選定）

⑥水田や休耕田等での遊水機能の保持
（耕作している水田等はこれまで通り使用しつつ、

大雨が降った際には、従来と同様に、河川から
氾濫した洪水を調節する）（破線内から選定）

三途川
① 河川内に繁茂している竹木等の伐採
② 河道の曲がりが特にきつい区間の流れを滑らかにしたり、狭い区間の川幅を広げる
③ 上記①②でも流下能力が不足する区間では、堤防整備（堤防嵩上げ含む）、又は、河道を掘削する
④ 氾濫区域にある家屋の床上浸水を防ぐため、輪中堤や既存家屋の宅盤嵩上を行うとともに、

新たな建築や建て替えにあたっては建築に関する規制を設ける

水上川
① 河川内に繁茂している竹木等の伐採
④ 氾濫区域にある家屋の床上浸水を防ぐため、輪中堤や

既存家屋の宅盤嵩上を行うとともに、新たな建築や
建て替えにあたっては建築に関する規制を設ける 一宮川（豊田川合流点～三途川合流点）

⑦ 河道断面の拡大
→ 当該区間と上流域の水位を下げる

⑧ 堤防高が不足している区間の
堤防の高さを上げる 浸水深（ｍ）
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R1.10浸水実績

一宮川
（豊田川合流点より下流）

激特事業により事業中

※ 中流域でも、
洪水位は堤防より高くならないが
内水氾濫は残るので、
別途内水対策が必要
また、洪水位はHWLを超過

阿久川、豊田川
① 河川内に繁茂している竹木等の伐採
③ 流下能力が不足する区間では、堤防嵩上げ含む、又は、

河道を掘削する
④ 氾濫区域にある家屋の床上浸水を防ぐため、

輪中堤や既存家屋の宅盤嵩上を行うとともに、新たな建築
や建て替えにあたっては建築に関する規制を設ける

⑨ バックウォーターに対して、必要な堤防嵩上げを行うとともに、
中流の一部で局部改良を行う。

■ 河川整備案／整備後にR1.10規模の雨が
降った場合の想定氾濫

一宮川（三途川合流点から上流）
① 河川内に繁茂している竹木等の伐採
② 河道の曲がりが特にきつい区間の流れを滑らかにする、又は、狭い区間の川幅を広げる
③上記対策①、②でも流下能力が不足する区間では、堤防整備（堤防嵩上げ含む）、

又は、河道を掘削する
④ 氾濫区域にある家屋の床上浸水を防ぐため、輪中堤や既存家屋の宅盤嵩上を行うと

ともに、新たな建築や建て替えにあたっては建築に関する規制を設ける

※ 今後、河川整備計画に具体的な箇所を位置付ける

一宮川上流域・支川における浸水対策（案） 【概要】 8



一宮水系河川整備計画の変更 9



一宮川水系河川整備計画の変更概要

平成２７年８月７日 計画策定

激特事業採択に伴い、
護岸法立て区間を
阿久川合流点から上流に変更

令和２年１２月２１日 計画変更

上流域・支川の河川整備を追加

令和３年度末迄 計画変更（第２回）

令和４年度～ 上流域・支川の事業化
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4. 河川の整備の実施に関する事項
(1) 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに

当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
③ 当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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一宮川上流、
一宮川第三調節池、
阿久川、豊田川、三途川、
水上川遊水地 を追加

4. 河川の整備の実施に関する事項
(1) 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに

当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
③ 当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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4. 河川の整備の実施に関する事項
(1) 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに

当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
③ 当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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一宮川上流、
阿久川、豊田川、
三途川 を追加


